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ド
イ
モ
イ
期
に
入
る
と
、
国
会
活
動

は
大
き
く
変
化
し
た
。
ま
ず
、
立
法
活

動
が
活
発
に
な
っ
た
。
市
場
経
済
化
や

国
際
経
済
統
合
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

国
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
多
く
の
法

律
が
必
要
と
な
る
。
法
案
は
主
と
し
て

政
府
機
関
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
る
が
、

国
会
に
お
け
る
そ
の
審
議
は
よ
り
実
質

的
な
も
の
に
な
り
、
政
府
案
に
批
判
的

な
意
見
も
比
較
的
自
由
に
表
明
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
賛
成
、
反
対
の
票
数

を
カ
ウ
ン
ト
す
る
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム

や
、
議
員
が
自
席
か
ら
発
言
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
シ
ス
テ

ム
が
一
九
九
一
年
に
導
入
さ
れ
た
こ
と

は
象
徴
的
で
あ
る
。
議
論
の
多
い
法
案

が
国
会
で
否
決
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
現
れ

て
き
た
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
他
の
国

家
機
関
、
特
に
政
府
に
対
す
る
国
会
の

監
察
活
動
で
あ
る
。
各
会
期
の
目
玉
と

も
い
え
る
政
府
閣
僚
に
対
す
る
質
疑
応

●
自
己
主
張
を
始
め
た
国
会
？

　

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
一
九
四
五
年
に
独

立
が
宣
言
さ
れ
た
そ
の
翌
年
の
年
明
け

に
初
め
て
の
国
会
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、

第
一
期
国
会
が
召
集
さ
れ
て
い
る
。
一

九
五
四
年
か
ら
約
二
〇
年
に
わ
た
る
南

北
分
断
期
に
お
い
て
も
、
相
次
ぐ
戦
争

に
よ
り
困
難
を
強
い
ら
れ
つ
つ
も
、
北

ベ
ト
ナ
ム
で
は
国
会
議
員
選
挙
は
比
較

的
定
期
的
に
実
施
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
国
会
が
独
自
の

存
在
感
を
主
張
し
始
め
た
の
は
、
一
九

八
〇
年
代
、
特
に
第
六
回
党
大
会
に
お

い
て
ド
イ
モ
イ
路
線
が
正
式
に
採
用
さ

れ
た
一
九
八
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
約
四
〇
年
間
、
ベ
ト
ナ
ム

国
会
は
形
骸
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

国
会
で
成
立
し
た
法
律
・
法
典
の
数
は

四
〇
年
間
で
二
九
本
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

国
会
議
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
、

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
原
稿
を
議
場
で
読

み
上
げ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

答
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
管
轄
部
門
に
お

け
る
汚
職
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
国
会

議
員
が
政
府
閣
僚
の
責
任
を
厳
し
く
追

及
す
る
姿
が
み
ら
れ
、
そ
の
模
様
は
テ

レ
ビ
中
継
さ
れ
て
国
民
の
注
目
を
集
め

て
い
る
。
二
〇
一
三
年
に
は
、
国
会
は
、

国
家
主
席
や
政
府
首
相
、
最
高
人
民
裁

判
所
長
官
ら
を
含
む
主
要
国
家
幹
部
四

七
人
全
員
を
対
象
と
し
た
信
任
投
票
を

行
う
と
い
う
、
あ
ま
り
類
例
の
な
い
試

み
を
始
動
さ
せ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
立
法
機
関
、
代
議
機

関
と
し
て
、
よ
り
実
質
的
な
役
割
を
果

た
し
始
め
た
よ
う
に
み
え
る
国
会
で
あ

る
が
、
他
方
、
共
産
党
の
方
針
を
追
認

す
る
ラ
バ
ー
ス
タ
ン
プ
と
し
て
の
役
割

を
脱
却
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
モ

イ
期
に
お
い
て
も
、
大
多
数
の
法
案
や

決
議
案
、
人
事
案
な
ど
は
、
国
会
議
員

の
圧
倒
的
多
数
の
賛
成
に
よ
り
承
認
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
の
憲
法
改
正

で
は
、
全
条
文
数
の
九
割
以
上
に
上
る

条
文
の
修
正
・
補
充
が
提
案
さ
れ
、
経

済
に
お
け
る
国
家
部
門
の
位
置
づ
け
、

土
地
収
用
の
あ
り
方
な
ど
、
体
制
の
基

本
に
も
関
わ
る
も
の
を
含
め
、
論
点
は

多
岐
に
わ
た
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
多

く
の
面
で
現
状
維
持
の
再
確
認
に
と
ど

ま
っ
た
最
終
草
案
が
、
議
員
総
数
の
九

八
％
の
賛
成
（
出
席
議
員
の
う
ち
、
反

対
ゼ
ロ
、
棄
権
二
）
に
よ
り
可
決
さ
れ

た
こ
と
は
、
ベ
ト
ナ
ム
国
会
が
依
然
と

し
て
党
の
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に

あ
る
こ
と
を
改
め
て
印
象
づ
け
た
。

●
共
産
党
に
と
っ
て
の
政
治
的
危
機

　

こ
の
よ
う
な
国
会
の
二
面
性
、
す
な

わ
ち
、
党
の
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下

に
あ
る
一
方
で
、
そ
の
活
動
に
お
い
て

一
定
の
自
律
性
を
持
ち
、
時
に
は
政
府

の
提
案
を
も
覆
す
国
会
と
い
う
存
在
は
、

現
体
制
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ト
ナ
ム

国
会
の
変
化
は
、
支
配
エ
リ
ー
ト
に
と

っ
て
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
そ

う
で
な
い
に
せ
よ
、
一
党
独
裁
体
制
の

民
主
的
な
方
向
へ
の
変
化
の
兆
し
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

端
的
な
答
え
は
「
否
」
で
あ
ろ
う
。

ベ
ト
ナ
ム
政
治
の
研
究
者
た
ち
は
、
国

会
の
変
化
に
注
目
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う

な
国
会
の
刷
新
は
、
む
し
ろ
現
体
制
の

正
当
性
や
支
配
の
安
定
性
を
高
め
る
効
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果
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
き

た
。
ド
イ
モ
イ
期
の
共
産
党
指
導
部
に

と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
体
制
の
安
定
、

維
持
で
あ
り
、
政
治
改
革
、
な
か
ん
ず

く
国
会
の
刷
新
は
、
そ
の
た
め
の
重
要

な
手
段
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
指
導

部
に
と
っ
て
、
現
体
制
の
安
定
、
維
持

へ
の
主
要
な
脅
威
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

タ
ー
レ
イ
は
、
一
党
独
裁
制
の
存
続
を

目
指
す
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
が
直
面
す
る

三
つ
の
危
機
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

（
参
考
文
献
③
）。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

「
党
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
低
下
の
危

機
」
で
あ
る
。
国
民
の
信
頼
の
低
下
は
、

党
・
政
府
の
経
済
的
失
敗
や
無
能
力
な

官
僚
制
、
汚
職
や
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
特

権
の
享
受
な
ど
の
様
々
な
現
象
か
ら
生

じ
う
る
。
さ
ら
に
、
改
革
が
進
む
に
つ

れ
て
、
自
ら
は
権
力
独
占
を
維
持
し
た

ま
ま
、
大
衆
団
体
な
ど
を
通
じ
て
国
民

を
動
員
し
よ
う
と
す
る
党
の
あ
り
方
そ

の
も
の
へ
の
不
満
が
高
ま
っ
て
く
る
と

タ
ー
レ
イ
は
予
測
す
る
。

　

第
二
は
、「
社
会
主
義
に
対
す
る
信

念
喪
失
の
危
機
」
で
あ
る
。
社
会
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
戦
争
と
革
命
の
熱

い
理
想
主
義
に
長
ら
く
支
え
ら
れ
て
き

た
が
、
そ
の
後
に
や
っ
て
き
た
の
は
フ

ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
疲
弊
、
失
敗
で

あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
自
身
の
計
画
経
済

失
敗
の
経
験
や
、
東
欧
・
ソ
連
の
共
産

党
政
権
の
崩
壊
な
ど
を
受
け
て
、
マ
ル

ク
ス
＝
レ
ー
ニ
ン
主
義
へ
の
懐
疑
論
は

党
内
で
も
公
然
と
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

第
三
は
、
党
指
導
者
層
の
世
代
交
代

に
よ
る
「
指
導
部
内
の
凝
集
性
低
下
の

危
機
」
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
末
に

お
け
る
県
レ
ベ
ル
か
ら
中
央
レ
ベ
ル
ま

で
の
リ
ー
ダ
ー
の
七
割
以
上
は
、
一
九

三
〇
年
の
党
創
設
時
か
ら
一
九
四
五
年

の
八
月
革
命
の
間
、
す
な
わ
ち
党
の
創

生
期
に
入
党
し
て
、
そ
の
権
力
獲
得
に

至
る
経
験
を
共
に
し
て
き
た
人
々
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
モ
イ

期
に
入
り
、
党
指
導
部
の
世
代
交
代
が

進
む
と
、
新
世
代
の
指
導
者
達
は
、
旧

世
代
の
指
導
者
達
に
比
べ
、
経
験
や
思

考
様
式
の
一
体
性
が
必
然
的
に
低
下
す

る
。

　

こ
の
よ
う
な
危
機
お
よ
び
そ
れ
に
対

す
る
対
応
の
失
敗
は
、
実
際
に
東
欧
・

ソ
連
に
お
け
る
共
産
党
独
裁
体
制
の
短

命
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
党
指
導
者

達
は
そ
の
重
大
性
を
深
く
認
識
し
て
い

る
。
以
下
で
は
、
党
が
深
刻
な
政
治
的

危
機
の
局
面
に
お
い
て
、
他
の
面
に
お

け
る
改
革
と
共
に
、
ど
の
よ
う
に
国
会

の
制
度
・
実
務
を
刷
新
し
て
き
た
か
を

み
て
い
き
た
い
。

●
ド
イ
モ
イ
初
期
の
危
機
と
国
会

の
刷
新

　

ベ
ト
ナ
ム
の
一
党
独
裁
体
制
に
と
っ

て
、
建
国
以
来
最
大
の
政
治
的
危
機
が

訪
れ
た
の
は
、
ド
イ
モ
イ
路
線
の
採
用
、

市
場
経
済
化
と
い
う
歴
史
的
な
方
針
転

換
に
踏
み
切
っ
た
一
九
八
〇
年
代
半
ば

頃
か
ら
、
東
欧
・
ソ
連
の
社
会
主
義
諸

国
に
お
け
る
政
変
が
相
次
い
だ
一
九
八

九
～
九
〇
年
頃
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
は
、
長
引
く
経

済
的
困
難
に
加
え
て
、
一
九
八
五
年
の

一
連
の
改
革
の
結
果
、
年
率
七
〇
〇
％

を
超
す
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
が
生
じ
た
。

ま
た
、
経
済
状
況
の
悪
化
の
な
か
で
、

「
消
極
的
現
象
」
と
呼
ば
れ
る
党
幹
部

の
腐
敗
も
目
立
ち
、
党
に
対
す
る
国
民

の
信
頼
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
低
下
し
て

い
た
。

　

一
九
八
六
年
の
党
大
会
で
、
指
導
部

は
党
の
誤
り
を
認
め
、
市
場
経
済
シ
ス

テ
ム
の
導
入
や
対
外
開
放
路
線
を
採
用

す
る
と
と
も
に
、
政
治
シ
ス
テ
ム
の
上

で
も
、
党
と
国
家
機
関
の
役
割
分
担
を

明
確
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
や
責
任

を
強
化
す
る
と
い
う
方
針
な
ど
を
打
ち

出
し
た
。
ま
た
、
国
家
機
関
の
な
か
で

も
、
特
に
国
会
や
地
方
議
会
と
い
っ
た

民
選
機
関
の
役
割
を
強
化
す
る
こ
と
が

掲
げ
ら
れ
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
末
に
は
、
国
際
情
勢

の
激
変
を
背
景
に
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党

内
で
も
党
の
体
質
改
善
や
民
主
的
な
政

治
改
革
の
一
層
の
推
進
を
求
め
る
声
が

上
が
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
党
指
導
部

は
、「
政
治
的
多
元
主
義
を
容
認
し
な

い
」
と
い
う
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
を
い
ち
早

く
表
明
し
、
党
内
か
ら
の
体
制
批
判
、

民
主
化
要
求
に
は
除
名
処
分
な
ど
に
よ

り
厳
し
く
対
処
し
た
。
他
方
、
党
指
導

部
は
、
多
面
的
な
改
革
の
必
要
性
を
否

定
は
し
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
体
制
が

崩
壊
し
た
国
で
は
、
改
革
の
進
め
方
や

路
線
を
誤
っ
た
こ
と
が
そ
の
直
接
的
原

因
で
あ
っ
た
と
い
う
分
析
か
ら
、
ベ
ト

ナ
ム
は
引
き
続
き
（
党
と
国
家
機
関
の

役
割
分
担
な
ど
を
含
む
）
ド
イ
モ
イ
路

線
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
再
確
認
し

て
い
る
。

　

実
際
、
こ
の
時
期
に
は
、
国
会
の
制

度
、
実
務
が
大
き
く
転
換
し
、
ド
イ
モ

イ
期
ベ
ト
ナ
ム
国
会
の
基
礎
が
築
か
れ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
主
要
な
変
化
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

国
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
数

の
増
加
―
―
一
九
八
七
年
の
第
八
期

国
会
議
員
選
挙
で
は
、
前
回
の
選
挙

の
時
よ
り
も
候
補
者
数
が
二
〇
〇
人

以
上
増
え
、
当
選
倍
率
は
従
来
の

一
・
二
倍
程
度
か
ら
約
一
・
七
倍
に

上
が
っ
た
。
そ
の
結
果
、
有
権
者
に

と
っ
て
選
択
の
幅
が
広
が
り
、
現
職
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の
主
要
党
・
国
家
幹
部
が
落
選
す
る

ケ
ー
ス
も
現
れ
た
。

② 

自
薦
候
補
の
制
度
化
―
―
一
九
九
二

年
国
会
議
員
選
挙
法
で
は
、
自
薦
に

よ
る
個
人
の
立
候
補
権
が
明
記
さ
れ

た
。
大
多
数
の
候
補
者
は
中
央
、
地

方
の
国
家
機
関
や
大
衆
組
織
な
ど
に

よ
る
推
薦
を
受
け
た
候
補
者
で
あ
る

が
、
ド
イ
モ
イ
期
に
は
自
薦
候
補
も

実
際
に
選
挙
で
当
選
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
た
だ
し
、
当
局
に
よ
る

候
補
者
の
厳
し
い
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

も
あ
っ
て
、
当
選
者
は
ま
だ
少
数
に

と
ど
ま
る
。

③ 

国
会
議
員
の
学
歴
の
向
上
―
―
ド
イ

モ
イ
期
に
は
国
会
議
員
の
学
歴
も
向

上
し
、
国
会
活
動
の
専
門
性
向
上
に

貢
献
し
て
い
る
。
第
九
期
国
会
議
員

で
は
大
学
卒
以
上
の
学
歴
を
持
つ
議

員
が
五
六
％
を
占
め
た
。
そ
の
後
も

議
員
の
学
歴
レ
ベ
ル
は
向
上
し
、
現

在
の
第
一
三
期
国
会
で
は
大
卒
以
上

の
議
員
が
九
八
％
を
超
え
、
う
ち
半

数
以
上
が
修
士
以
上
の
学
歴
を
有
す

る
。

④ 

専
従
議
員
の
誕
生
―
―
一
九
九
二
年

憲
法
は
、
そ
れ
ま
で
基
本
的
に
兼
業

の
議
員
ば
か
り
で
構
成
さ
れ
て
い
た

国
会
に
専
従
議
員
を
お
く
こ
と
を
定

め
た
。
こ
れ
も
国
会
の
専
門
性
向
上

へ
の
動
き
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
議
員

総
数
に
占
め
る
専
従
議
員
の
割
合
は
、

二
〇
〇
一
年
国
会
組
織
法
で
は
二
五

％
以
上
、
二
〇
一
四
年
国
会
組
織
法

で
は
三
五
％
以
上
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。

⑤ 

議
場
に
お
け
る
討
議
の
充
実
、
活
性

化
―
―
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
モ

イ
期
に
は
、
議
場
に
お
い
て
国
会
議

員
に
よ
る
比
較
的
自
由
な
発
言
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
二

年
以
降
は
ま
た
、
議
事
運
営
の
体
系

化
、
制
度
化
が
進
み
、
一
会
期
当
た

り
の
日
数
も
増
え
て
、
最
近
で
は
約

四
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。

　

マ
レ
ス
キ
ー
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
、
そ
の

他
の
研
究
者
（
参
考
文
献
①
②
）
は
、

ド
イ
モ
イ
期
の
国
会
は
、
体
制
の
安
定

を
損
な
う
恐
れ
の
な
い
設
定
の
下
で
、

国
民
の
関
心
や
不
満
の
所
在
に
つ
い
て

の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
仕
組
み
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ま

た
、
国
会
を
通
じ
て
、
統
治
機
構
に
お

け
る
抑
制
と
均
衡
の
仕
組
み
や
一
定
の

政
治
的
競
争
が
確
保
さ
れ
て
い
る
、
す

な
わ
ち
、
完
全
な
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ

ィ
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
準

ず
る
よ
う
な
機
能
が
確
保
さ
れ
て
い
る

と
も
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
を

通
じ
て
、
国
会
は
、
国
民
の
党
へ
の
信

頼
維
持
や
、
エ
リ
ー
ト
層
内
部
の
異
論
、

不
満
の
吸
収
、
緩
和
に
貢
献
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

●
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
危
機
と
国

会
の
刷
新

　

一
九
九
七
年
、
当
時
の
党
書
記
長
、

国
家
主
席
、
政
府
首
相
と
い
う
党
の
ト

ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
三
人
が
そ
ろ
っ
て
引
退

し
た
。
党
の
創
世
記
以
来
の
党
員
で
あ

っ
た
彼
ら
は
、
当
時
、
既
に
七
五
～
八

〇
歳
に
達
し
て
い
た
。
彼
ら
の
後
を
継

い
だ
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
達
は
、
そ
れ
ぞ

れ
前
任
者
よ
り
一
〇
歳
以
上
若
く
、
そ

れ
以
前
の
リ
ー
ダ
ー
達
と
比
べ
て
、
党
、

軍
、
政
府
に
ま
た
が
る
広
い
経
験
や
、

そ
れ
に
と
も
な
う
広
範
な
パ
ト
ロ
ネ
ー

ジ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
。
以
来
、
ベ
ト
ナ
ム
共
産
党
で
は
、

中
央
の
最
上
層
部
に
お
い
て
、
求
心
力

の
あ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
が
差

し
迫
っ
た
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

　

一
九
九
七
年
に
党
書
記
長
に
就
任
し

た
レ
・
カ
・
フ
ュ
ー
は
、
一
期
五
年
を

も
全
う
せ
ず
、
二
〇
〇
一
年
の
中
央
委

員
会
総
会
で
再
任
を
拒
否
さ
れ
た
。
代

わ
っ
て
就
任
し
た
前
国
会
議
長
の
ノ

ン
・
ド
ゥ
ク
・
マ
イ
ン
は
、
二
期
一
〇

年
間
に
わ
た
り
書
記
長
を
務
め
た
が
、

そ
の
任
期
中
に
は
、
Ｐ
Ｍ
Ｕ
18
事
件
な

ど
主
要
な
汚
職
事
件
が
摘
発
さ
れ
た
り
、

中
部
高
原
に
お
け
る
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
開

発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
批
判
が
高

ま
る
な
ど
、
党
内
の
有
力
者
や
異
な
る

グ
ル
ー
プ
の
間
の
利
害
や
立
場
の
違
い

が
背
後
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
出
来
事
が

相
次
い
だ
。

　

二
〇
一
一
年
に
選
出
さ
れ
た
第
一
一

期
政
治
局
で
は
、
そ
の
内
部
に
お
け
る

分
裂
、
抗
争
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
顕
在

化
し
た
。
首
相
に
再
選
さ
れ
た
グ
エ

ン
・
タ
ン
・
ズ
ン
に
対
し
て
は
、
そ
の

経
済
運
営
の
手
法
へ
の
批
判
に
加
え
、

子
弟
の
政
治
的
、
経
済
的
成
功
な
ど
に

関
連
し
て
そ
の
道
徳
的
資
質
を
問
う
声

も
強
か
っ
た
。
他
方
、
国
家
主
席
に
は
、

ズ
ン
と
同
い
年
で
同
様
に
若
い
こ
ろ
か

ら
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
き
た
、
い
わ
ば

ズ
ン
の
政
治
的
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
チ
ュ

オ
ン
・
タ
ン
・
サ
ン
が
、
ま
た
、
党
書

記
長
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
部
門
の
出
身

で
ク
リ
ー
ン
な
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
前
国

会
議
長
の
グ
エ
ン
・
フ
ー
・
チ
ョ
ン
が

就
任
し
た
。

　

チ
ョ
ン
は
、
党
内
の
綱
紀
粛
正
に
よ

る
国
民
の
信
頼
回
復
を
当
面
の
最
重
要

課
題
と
し
て
掲
げ
、
サ
ン
ら
と
と
も
に

ズ
ン
批
判
を
強
め
て
き
た
。
し
か
し
、

二
〇
一
二
年
、
政
治
局
が
中
央
委
員
会

に
対
し
て
行
っ
た
ズ
ン
の
懲
戒
提
案
は
、

ズ
ン
の
影
響
力
が
強
い
中
央
委
員
会
に

よ
っ
て
否
決
さ
れ
て
し
ま
う
。
経
済
の

停
滞
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
と
の

対
立
な
ど
、
内
外
の
課
題
が
山
積
す
る
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な
か
で
の
出
口
の
み
え
な
い
政
治
抗
争

は
、
国
民
や
党
員
の
間
で
の
党
指
導
部

批
判
の
高
ま
り
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
指
導
部
内
の
凝
集
性
低

下
、
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
指
導
部

の
機
能
不
全
や
威
信
低
下
の
危
機
に
際

し
、
状
況
打
開
の
た
め
に
国
会
が
利
用

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
事
例
が

あ
る
。

　

第
一
は
、
二
〇
一
〇
年
の
南
北
高
速

鉄
道
建
設
計
画
案
の
国
会
に
よ
る
審
議

で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
、
ハ
ノ
イ
＝
ホ

ー
チ
ミ
ン
間
を
結
ぶ
高
速
鉄
道
を
日
本

の
新
幹
線
方
式
で
建
設
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
の
ズ
ン
首

相
と
日
本
の
鳩
山
首
相
（
当
時
）
と
の

会
談
で
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
言
及

が
あ
り
、
関
係
者
の
間
で
は
既
に
既
定

路
線
で
あ
る
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
〇
年
六
月
の
国
会

で
、
こ
の
計
画
案
は
、
資
金
面
で
の
懸

念
な
ど
か
ら
否
決
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

同
計
画
案
を
め
ぐ
る
顛
末
は
、
首
相

肝
い
り
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
国

会
が
否
決
し
た
と
い
う
こ
と
で
注
目
を

集
め
た
。
実
際
に
は
、
党
指
導
部
の
間

で
こ
の
案
件
に
関
し
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が

形
成
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
計
画
案
の

採
否
の
判
断
が
国
会
に
委
ね
ら
れ
た
と

い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

第
二
は
、
二
〇
一
三
年
に
初
め
て
実

施
さ
れ
た
、
国
会
に
よ
る
主
要
国
家
幹

部
に
対
す
る
信
任
投
票
で
あ
る
。
国
会

が
選
出
、
承
認
し
た
役
職
に
就
い
て
い

る
者
に
対
す
る
信
任
投
票
の
実
施
は
、

二
〇
〇
一
年
の
憲
法
改
正
で
国
会
の
権

限
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実

際
に
は
そ
の
発
動
の
要
件
が
厳
し
く
、

手
続
き
的
な
曖
昧
さ
も
残
る
こ
と
か
ら
、

国
会
議
員
に
よ
る
個
別
の
信
任
投
票
の

提
案
が
実
現
し
た
ケ
ー
ス
は
ま
だ
な
い
。

二
〇
一
三
年
に
実
施
さ
れ
た
信
任
投
票

は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
の
国
会
決
議

第
三
五
号
が
規
定
す
る
新
た
な
制
度
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
三
権
の
長
を
含
む

一
定
範
囲
の
主
要
国
家
幹
部
に
対
し
、

国
会
が
定
期
的
、
一
律
に
信
任
投
票
を

行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

国
会
決
議
第
三
五
号
の
成
立
の
ひ
と

つ
の
理
由
は
、
二
〇
〇
一
年
に
導
入
さ

れ
た
信
任
投
票
制
度
を
よ
り
実
効
性
の

あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
う
ひ
と
つ

の
、
よ
り
政
治
的
な
背
景
は
、
前
述
の

よ
う
な
第
一
一
期
政
治
局
内
に
お
け
る

確
執
で
あ
る
。
首
相
に
対
す
る
処
分
提

案
に
中
央
委
員
会
の
支
持
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
政
治
局
主
流
派
は
、
国
会
の
場

を
利
用
し
て
綱
紀
粛
正
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
継
続
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

信
任
投
票
は
秘
密
投
票
に
よ
り
行
わ

れ
、
結
果
は
直
ち
に
公
表
さ
れ
た
。
投

票
は
、「
高
信
任
」「
信
任
」「
低
信

任
」
の
三
段
階
で
行
わ
れ
、「
低
信

任
」
が
過
半
数
に
達
し
た
幹
部
は
い
な

か
っ
た
が
、
特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、

ズ
ン
首
相
に
対
し
、
国
会
議
員
の
三
二

％
が
「
低
信
任
」
票
を
投
じ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
二
つ
の
事
例
で
国
会
が
示
し

た
意
思
は
、
概
ね
国
民
の
選
好
に
沿
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
好
意
的
に
受
け
止

め
ら
れ
た
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事

例
は
、
党
指
導
部
が
内
部
の
対
立
、
分

裂
に
よ
り
有
効
な
解
決
に
到
達
で
き
な

い
よ
う
な
場
合
に
、
国
会
が
民
主
的
な

方
法
に
よ
っ
て
解
決
の
道
を
開
く
場
と

し
て
機
能
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

●
一
党
独
裁
体
制
の
安
定
・
維
持

と
国
会

　

ベ
ト
ナ
ム
の
あ
る
著
名
な
元
国
会
議

員
は
、
共
産
党
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
で

実
権
の
な
い
国
会
を
鑑
賞
用
の
木
に
た

と
え
た
。
し
か
し
、
党
に
と
っ
て
は
、

国
会
は
単
な
る
お
飾
り
と
い
う
以
上
の

存
在
意
義
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ド
イ
モ
イ
開
始
以
来
、
ベ
ト
ナ
ム
共

産
党
が
様
々
な
政
治
的
危
機
に
直
面
し

つ
つ
も
体
制
の
安
定
・
維
持
に
成
功
し

て
き
た
ひ
と
つ
の
要
因
は
、
国
会
と
い

う
機
関
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
一
党

独
裁
体
制
の
行
方
を
占
う
う
え
で
も
、

今
後
と
も
国
会
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

（
い
し
づ
か　

ふ
た
ば
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所　

法
・
制
度
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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